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〈仮訳〉 

 

日米安全保障協議委員会共同発表 

 

より深化し，拡大する日米同盟に向けて： 

５０年間のパートナーシップの基盤の上に 

 

２０１１年６月２１日 

 

クリントン国務長官 

ゲイツ国防長官 

 

松本外務大臣 

北澤防衛大臣 

 

Ⅰ. 序文 

 

日米同盟が第二の半世紀に入るに当たり，日米安全保障協議委員会（ＳＣＣ）

の構成員たる閣僚は，日米同盟が日本及び米国の安全保障並びに２１世紀のア

ジア太平洋地域の平和，安定及び経済的繁栄にとって引き続き不可欠であるこ

とを確認した。 

 

閣僚は２０１１年６月２１日に会し，３月１１日の地震，津波及び原子力の非

常事態に対応した日本政府及び米国政府の間の緊密な協力について議論した。

自衛隊と米軍によるかつてない共同の運用を含むこの協力は，本日のＳＣＣ会

合において発出されたＳＣＣ文書「東日本大震災への対応における協力」にお

いて述べられているように，日米同盟に対する信頼を新たにし，日本と米国が

過去半世紀にわたり築いてきた友情を深めた。日本は，米国から提供された広

範な支援に対する心からの謝意を表明し，米国政府は，日本の復興のための支

援を継続することを誓った。 

 

ＳＣＣの構成員たる閣僚は，ますます不確実になっている安全保障環境によっ

てもたらされる課題に継続して取り組む必要性を認識した。これには，地域に

おける軍事能力及び活動の拡大，北朝鮮の核・ミサイル計画及び挑発的行動，

非伝統的な安全保障上の懸念の顕在化並びに宇宙,公海及びサイバー空間など

に対するその他の変化する脅威が含まれる。閣僚は，また，アフガニスタン及
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び中東における過激主義に対する継続中の取組を含む，増大するグローバルな

課題に留意した。これらの課題は，地域の安全及び安定の維持における日米同

盟の不可欠な役割のみならず，日米両国が協力を深化させ，拡大させる必要性

を強調するものである。日米の共有された価値，すなわち民主主義の理想，共

通の利益並びに人権及び法の支配の尊重は，引き続き日米同盟の基礎である。

これらの現存する又は顕在化しつつある課題に対処するために，閣僚は，日米

の協力を適応させ，日米の部隊を近代化し，相互運用性を向上し，新たな技術

の開発において協力することによって，日米同盟の能力を強化し続ける必要性

に留意した。 

 

米国政府は，核及び通常戦力の双方のあらゆる種類の米国の軍事力によること

を含め，日本の防衛並びに地域の平和及び安全へのコミットメントを再確認し

た。日本政府は，米軍による施設及び区域の安定的な使用を提供し，在日米軍

駐留経費負担の提供を通じて米軍の円滑な運用を支援するとのコミットメント

を再確認した。日米双方は，本日のＳＣＣ会合において発出されたＳＣＣ文書

「在日米軍駐留経費負担」において述べられたように，在日米軍駐留経費負担

に関する新たな協定が成功裡に締結されたことを歓迎した。 

 

ＳＣＣの構成員たる閣僚は，２０１０年５月２８日のＳＣＣ共同発表及び本日

のＳＣＣ会合において発出されたＳＣＣ文書「在日米軍の再編の進展」によっ

て補完された２００６年５月１日のＳＣＣ文書「再編の実施のための日米ロー

ドマップ」において述べられている再編案を着実に実施する決意を再確認した。 

 

２０１０年１月１９日のＳＣＣの共同発表に基づき，日米両政府は，変化する

安全保障環境の中，共通の利益を有する幅広い分野において，日米同盟の深化

に関する精力的な協議を実施した。閣僚は，次のようなこれらの協議の結果を

支持した。 

 

 

Ⅱ．共通の戦略目標 

 

変化する安全保障環境に関する評価に基づき，閣僚は，２００５年及び２００

７年の日米同盟の共通の戦略目標を再確認し，更新した。閣僚は，次のものが

日米同盟の共通の戦略目標を示すと決定した。 

 

 日本の安全を確保し，アジア太平洋地域における平和と安定を強化する。 
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 日米両国に影響を与える多様な事態に対処する能力を向上させる。 

 

 北朝鮮による挑発を抑止する。六者のプロセス，そして不可逆的な措置を通

じて，ウラン濃縮計画を含む北朝鮮の完全かつ検証可能な非核化を達成する。

拡散，弾道ミサイル，不法活動及び北朝鮮による拉致の問題を含む人道上の

懸念に関連する課題を解決する。国際連合安全保障理事会決議及び２００５

年９月の六者会合の共同声明を完全に実施する。平和的な統一を支持する。 

 

 豪州及び韓国の双方のそれぞれとの間で，三か国間の安全保障及び防衛協力

を強化する。 

 

 日本，米国及び中国の間の信頼関係を構築しつつ，地域の安定及び繁栄にお

ける中国の責任ある建設的な役割，グローバルな課題における中国の協力並

びに中国による国際的な行動規範の遵守を促す。中国の軍事上の近代化及び

活動に関する開放性及び透明性を高め，信頼醸成の措置を強化する。 

 

 両岸関係の改善に関するこれまでの進捗を歓迎しつつ，対話を通じた両岸問

題の平和的な解決を促す。 

 

 アジア太平洋地域におけるロシアの建設的な関与を促す。北方領土問題の解

決を通じた日露関係の完全な正常化を実現する。 

 

 地域の安全保障環境を不安定にし得る軍事上の能力を追求・獲得しないよう

促す。 

 

 日本，米国及び東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）間の安全保障協力を強化

し，民主的価値及び統合された市場経済を促進するとのＡＳＥＡＮの努力を

支援する。 

 

 強く揺るぎないアジア太平洋のパートナーとしてインドを歓迎し，インドの

更なる地域への関与及び地域的枠組みへの参加を促す。日米印三か国間の対

話を促進する。 

 

 ＡＳＥＡＮ地域フォーラム（ＡＲＦ），ＡＳＥＡＮ拡大国防相会議（ＡＤＭ

Ｍ＋），アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）及び東アジア首脳会議（ＥＡＳ）
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を含む，開放的かつ多層的な地域のネットワーク及びルール作りのメカニズ

ムを通じた効果的な協力を促進する。 

 

 脆弱な国家を支援し，人間の安全保障を促進するために，人道支援，ガバナ

ンス及び能力構築，平和維持活動並びに開発援助の分野における日米協力を

強化する。 

 

 テロを防止し，根絶する。 

 

 必要な抑止力を維持しつつ，核兵器のない世界における平和及び安全を追求

する。大量破壊兵器及びその運搬手段の不拡散及び削減を推進し，各国に不

拡散上の義務の違反について責任を果たさせる。 

 

 海賊の防止及び根絶，自由で開放的な貿易及び商業の確保並びに関連する慣

習国際法及び国際約束の促進を含む，航行の自由の原則を守ることにより海

上交通の安全及び海洋における安全保障を維持する。 

 

 我々が利益を共有する宇宙及びサイバー空間の保護並びにそれらへのアク

セスに関する日米の協力を維持する。情報及び宇宙のシステムの安全を含む，

死活的に重要なインフラの抗堪性を促進する。 

 

 災害予防及び災害救援における国際的な協力を強化する。 

 

 民生用の原子力計画における最高水準の安全を促進し，原子力事故に対処す

るための能力を向上させる。 

 

 エネルギー及びレア・アースを含む死活的に重要な資源及び原料の供給の多

様化についての対話を促進する。 

 

 日本を常任理事国として含む国連安全保障理事会の拡大を期待しつつ，国連

安全保障理事会が，改革を通じて，その任務を果たし，新しい世紀の課題に

効果的に対処する能力を向上させるための努力につき協議する。 

 

 民主的改革を支持し，促す機会を追求することで，中東及び北アフリカにお

ける安定及び繁栄を促進する。 
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 イランの国際的義務の完全な遵守及び核計画に関するＰ５＋１との真剣な

交渉への復帰を確保する。デュアル・トラック・アプローチの一部として,

日本及び米国は国際連合安全保障理事会決議の着実な実施を継続する。 

 

 アフガニスタンにおける治安権限委譲の開始を歓迎しつつ，アフガニスタン

治安部隊（ＡＮＳＦ）への継続的な支援を通じて持続的な進展を確保し，効

果的なガバナンスと開発を促進するための民生面での努力を強化する。 

 

 文民統治の強化及び経済改革の実施のためのパキスタンの努力を支持する。 

 

 

Ⅲ. 日米同盟の安全保障及び防衛協力の強化 

 

変化する地域及び世界の安全保障環境に対処するため，ＳＣＣの構成員たる閣

僚は，二国間の安全保障及び防衛協力の更なる向上を追求することを決定した。 

 

日本政府は，２０１０年に，新たな防衛計画の大綱を策定した。新たな防衛計

画の大綱は，高い即応性，機動性，柔軟性，持続性及び多目的性を特徴とし，

高度の技術力と情報能力によって強化された「動的防衛力」の構築を目的とす

る。米国政府は，地域における抑止力を強化し，アジア太平洋地域における軍

事的プレゼンスを維持・強化するとの２０１０年の「４年ごとの米国国防政策

の見直し」（ＱＤＲ）にあるコミットメントを再確認し，また，核技術及び戦域

弾道ミサイルの拡散，アクセス拒否／エリア拒否能力並びに宇宙，公海及びサ

イバー空間などに対するその他の変化する脅威といった課題に対処するよう地

域の防衛態勢を適合させる意図を確認した。 

 

上記の新たに策定された国家安全保障戦略を反映しつつ，閣僚は以下のとおり

重点分野を特定した。 

 

（１） 抑止及び緊急時の対処の強化 

 

 閣僚は，二国間の計画検討作業のこれまでの進展を歓迎し，日米同盟が

日本をよりよく防衛し，様々な地域の課題に対処できるよう，二国間の

計画を精緻化する努力を行うことを再確認した。この努力は，平時及び

危機における調整のための二国間の政府全体のメカニズムを強化し，米

軍及び自衛隊による日本国内の施設への緊急時のアクセスを改善するこ
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とを目的とする。 

 

 閣僚は，日本及び米国の役割，任務及び能力を継続的に検討する必要性

を強調し，運用面での協力をより強化する分野を特定するとのこのプロ

セスの目的を確認した。 

 

 閣僚は，非戦闘員退避活動における二国間の協力を加速することを決定

した。 

 

 閣僚は，能動的，迅速かつシームレスに地域の多様な事態を抑止し，そ

れらに対処するために，共同訓練・演習を拡大し，施設の共同使用を更

に検討し，情報共有や共同の情報収集・警戒監視・偵察（ＩＳＲ）活動

の拡大といった協力を促進することを決定した。 

 

 閣僚は，弾道ミサイル防衛に係る協力について両国が達成した進展を歓

迎した。ＳＭ－３ブロックⅡＡの共同開発事業に関し，閣僚は，生産及

び配備段階に移行する場合に備え，将来の課題を検討することを決定し

た。この観点から，米国政府から今後要請され得るＳＭ－３ブロックⅡ

Ａの第三国への移転は，当該移転が日本の安全保障に資する場合や国際

の平和及び安定に資する場合であって，かつ，当該第三国がＳＭ－３ブ

ロックⅡＡの更なる移転を防ぐための十分な政策を有しているときには，

米国に対する武器及び武器技術の供与に関する２００６年６月２３日の

交換公文に従い，認められ得る。閣僚は，武器・武器技術共同委員会（Ｊ

ＡＭＴＣ）をそのような将来の第三国移転に関する協議の機関に指定し

た。 

 

 閣僚は，短期的及び長期的に地域の安定を向上させる最も効果的な方法

（核能力によるものを含む。）を決定する協議の機関として，定期的な二

国間の拡大抑止協議が立ち上げられたことを歓迎した。 

 

 閣僚は，安全保障分野における日米宇宙協議及び宇宙状況監視，測位衛

星システム，宇宙を利用した海洋監視，デュアルユースのセンサーの活

用といった諸分野におけるあり得べき将来の協力を通じ，日米二国間の

宇宙における安全保障に関するパートナーシップを深化させる最近の進

展があったことを認識した。 
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 閣僚は，サイバー空間における増大する脅威によってもたらされる課題

に日本及び米国が立ち向かうための新たな方法について協議することを

決意し，サイバー・セキュリティに関する二国間の戦略的政策協議の設

置を歓迎した。閣僚は，サイバー・セキュリティに関する効果的な二国

間協力には，政府全体による解決及び民間部門との調整が必要であるこ

とを認識した。 

 

（２） 地域及びグローバルな場での日米同盟の協力 

 

 閣僚は，前述の三か国間の安全保障協力を含め，地域において共通の価

値を共有する諸国と安全保障及び防衛協力を促進することの重要性を強

調した。閣僚は，状況が許す場合には共同演習及び相互の後方支援を通

じて，人道支援・災害救援及びその他の活動での三か国間及び多国間の

協力を促進するための努力を奨励した。 

 

 閣僚は，また，地域の人道支援・災害救援分野の後方支援の拠点を日本

に設置することの重要性につき一致した。 

 

 閣僚は，災害救援，平和維持，復興及びテロ対策を含む国際的な活動に

おける更なる協力の重要性を強調した。 

 

 閣僚は，航行の自由を保護し，安全で確実なシーレーンを確保するため，

海洋安全保障及び海賊対処において更に協力する意図を確認した。 

 

 閣僚は，自衛隊及び米軍に関連する環境面での課題について協力を継続

することを決定した。 

 

（３） 日米同盟の基盤の強化 

 

 閣僚は，これまでの進展を歓迎しつつ，情報保全についての日米協議で

議論されてきたとおり，政府横断的なセキュリティ・クリアランスの導

入やカウンター・インテリジェンスに関する措置の向上を含む，情報保

全制度の更なる改善の重要性を強調した。閣僚は，また，情報保全のた

めの法的枠組みの強化に関する日本政府の努力を歓迎し，そのような努

力が情報共有の向上につながることを期待した。 
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 閣僚は，運用面での協力についてより効果的で，顕在化しつつある安全

保障上の課題により適合したものとし，様々な事態により良く対応する

ことができるよう二国間の枠組みを継続的に検討し，強化していくこと

の重要性を認識した。 

 

 閣僚は，日米間のより緊密な装備・技術協力は，強固な同盟の基礎とな

る要素であることを確認した。特に，先進諸国が国際共同開発・生産を

通じて，装備品の高性能化を実現しつつ，コストの高騰に対応している

中，日本政府はそのような流れに対応するために現在行っている検討を

促進する。米国政府は，この日本政府の努力を奨励する。 

 

 

閣僚は，日米同盟の過去５０年を顧みて，達成された全てに大いに満足した。

同時に，閣僚は，日米同盟がかつてないほど重要であり，また，かつてないほ

ど重要な課題に直面していることを認識した。この文脈において，双方は，地

域及び世界が直面するあらゆる安全保障面，戦略面及び政治面の課題に関する

協議及び調整をより充実させるため引き続き取り組んでいく必要性を認識した。 

 

（了） 


